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１．計画の趣旨 

（１）趣 旨 

第五次甲府市総合計画は、総合的かつ計画的な行政運営の指針となるものであり、時代の潮流や市民意識

の変化に的確に対応しながら、まちづくりの目標を明らかにし、これを達成するための施策や実施事業を示

すものです。 

実施計画は、基本構想に掲げる｢都市像｣と｢基本目標｣の実現に向け、施策の基本的考え方を明らかにし、

具体化していくための主要な事業を示すものです。 

    

（２）構成と位置づけ 

■ 甲府市の総合計画は、基本構想、実施計画の２層により構成しています。 

■ 実施計画は、基本目標に基づく施策の着実な執行を確保するために定める事業計画です。 

■ 社会経済情勢等の変化などを勘案し、基本的に３か年ローリング方式＊で毎年度策定します。 

 

２．計画の期間 

■ 実施計画の期間は、３か年とします。 

■ 第８次実施計画は、平成 25年度～平成27年度までの３か年を計画期間とします。 

■ 「財政計画」及び「事業計画」は、毎年度ローリング方式により見直します。 
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実施計画 
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＊のついた用語は用語解説をご参照ください。 2 

３．計画の基本的な考え方 

■ 実施計画は、市民と行政とが情報を共有し社会経済情勢に的確に対応するため、毎年度公表します。 

■ 本計画は、｢都市像｣や｢基本目標｣の実現のため、｢市民と行政の役割の明確化｣、｢自己決定・自己責任｣

を推進し適正な｢受益と負担｣を求めるなかで、｢協働型社会｣の実現を目指した事業展開を行います。 

■ 事業計画をより実効性の高いものとするため３か年の財政計画を明示し、｢財政健全化｣に向けた新たな取

り組みや、外部評価を含めた行政評価を加味したマネジメントサイクル＊の導入を推進します。このこと

により、事業の取捨選択を行い限られた財源のなかで、より効率的で効果的な行政運営を図ります。 

■ 本計画は甲府市の行財政運営の基本となる計画であり、財政計画に基づく対象年度の予算編成の指針と

します。 

■ 中長期の新規事業については、基本方針が決定し予算化が計画された時点で明示します。 

■ 時代の要請に的確に応えられるよう施策体系にとらわれない考え方を「推進の視点」において明示します。 

 

４．推進の視点 

｢都市像｣や｢基本目標｣の実現のため、実施計画の「推進の視点」として、時代の潮流や市民ニーズを考慮

し次の項目を位置づけます。 

この、「推進の視点」は、甲府市が取り組むべき重要な課題の解決に向けて、各々の課題ごとに、基本目標

の施策体系を超えて横断的な考え方を示すものです。 

 

■ 「少子化への対応」 

少子化を抑制するための取り組み、少子化による人口構造の変化に対応した行政サービスの推進のため

の取り組みを実施します。 

■ 「高齢化への対応」 

高齢者が地域のなかで健康で生きがいをもって安心して暮らすための取り組み、高齢化によるサービス

量の増大に対応するための取り組みを実施します。 

■ 「安全･安心への対応」 

防災対策、防犯対策、交通安全など市民が地域のなかで安心して安全に暮らすための取り組みを実施し

ます。 

■ 「地域再生への対応」 

都市基盤＊整備や中心市街地の活性化、産業の振興など活力溢れる地域を形成するための取り組みを実

施します。 

■ 「循環型社会への対応」 

森林・河川・湖沼などの自然環境の保全や廃棄物対策など生活環境の保全により、持続可能な循環型社

会＊を形成するための取り組みを実施します。 

■ 「人づくりへの対応」 

未来を担う子どもたちを健全に育成するとともに、生涯学習＊、生涯スポーツの推進や、地域文化の創

造、伝統文化の継承など、あらゆる分野で地域を支える人づくりに向けての取り組みを実施します。 
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■ 「高度情報化への対応」 

高度情報化時代に対応し、地域情報化、行政情報化推進のための取り組みを実施します。 

■ 「人口問題への対応」 

少子化対策と並行しながら、産業の振興による就業の場の拡大や、市外からの定住・交流促進策など、

本市人口の安定・維持を目指す取り組みを実施します。 

■ 「住民参加･参画への対応」 

地域コミュニティ＊の活性化、ボランティアの育成・支援、NPO＊活動の育成・支援、まちづくりへの住

民参加・参画を促進するための取り組みを実施します。 

 

５．まち形成の取り組み 
まち形成の取り組みについては、「推進の視点」や次の項目を踏まえる中で、活気のある都心や快適な

市民生活に向けた市街地の整備、また良好な郊外の形成を基調とし、総合計画と連動して都市計画マスタ

ープラン＊などにより基本方針を示します。 

 

■ 歴史・風土のなかで築かれてきた個性や資源、また将来動向をも見据えて取り組むこととします。 

■ 人口減少時代の到来や少子・高齢化の進展などの「時代の潮流」を視点として取り組むこととします。 

■ 地域活力の回復のための都市再生や中心市街地活性化に向けた「まちづくり三法＊（改正都市計画

法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法）」など、新たな国の政策動向にも留意しながら

取り組むこととします。 

 

 

※第五次甲府市総合計画は、地方自治法第２条第４項の規定に基づき策定されましたが、平成２３年８

月１日施行の地方自治法の一部改正により、今後は、甲府市自治基本条例第２２条が策定の根拠法令と

なりました。 
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構想推進の考え方 都市像 基本目標 

市民と行政の

役割の明確化 

協働型社会 

の構築 

行財政改革 

の強化 

公平・透明な 

行政運営 

「構想推進の考え方」は、
甲府市が、第五次甲府
市総合計画を推進してい
くための取り組み姿勢を
示すものです。 

「都市像」は、「構想
推進の考え方」を踏
まえ、市民とともに実
現を目指す甲府市
の将来の姿です。 

「基本目標」は、「都市像」を実現するための部門別の目標です。この 5 つの
「基本目標」に基づき、本市のすべての施策が推進されます。 

互いに支え合い健やかに暮らせるまち 

－福祉・健康への支援－ 

夢にあふれ心豊かに人と文化が輝くまち 

－教育・文化の振興－ 

次代に引き継ぐ快適で美しい安らぎのまち 

－生活・自然環境の向上－ 

にぎわいと豊かさを創りだす風格のあるまち 

－産業の振興－ 

魅力と活気のあるだれもが住みたい楽しいまち  

－都市基盤の整備－ 

人
が
つ
ど
い 

心
が
か
よ
う 
笑
顔
あ
ふ
れ
る
ま
ち
・甲
府 

基   本   構   想 
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施策の基本区分 

社会福祉 ／ 子育て支援 ／ 高齢者支援 ／ 障害者支援 ／ 健康づくり 

医療・救急・救助 ／ 国民健康保険 ／ 介護保険 ／ 国民年金 

義務教育等 ／ 高等学校教育 ／ 大学教育等 ／ 生涯学習  

スポーツ・レクリエーション ／ 文化・芸術 ／ 青少年 ／ 男女共同参画 

国際化への対応 

自然環境保全 ／ 公園･緑地緑化の推進 ／ 景観形成 ／ 住宅・住環境・ 

定住環境 ／ 上水道 ／ 下水道 ／ 河川・水路 ／ 循環型社会の構築 

環境保全 ／ 防災対策 ／ 消防 ／ 防犯対策 ／ 消費生活 ／ 交通安全対策 

商業 ／ 工業 ／ 農業 ／ 林業 ／ 観光 ／ 生鮮食料品流通機構  

山間地域 ／ 勤労者 

都市拠点整備・再開発 ／ 市街地の整備 ／ 交通 ／ 幹線道路  

生活道路 ／ 地籍調査 ／ 地域情報化の推進 

協働の推進 ／ 持続可能な行財政運営 ／ 地方分権への対応 

 

 

 
実    

施 

計 

画 

事 

業 

事業 

「施策の基本区分」は、「基本目標」に対応し、甲府市が推進する施策の区分を示すものです。「施策の基本
区分」の下に具体的な「施策」が位置づけられます。 

 

施策を実現するため
の主要な事業です。 

実   施   計   画 



 

 

 


